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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 上記の売上高は消費税等抜となっている。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第56期中及び第57期中並びに第56期は潜在株式が

存在しないため、第58期中及び第57期は潜在株式は存在しているが中間(当期)純損失であるため、記載して

いない。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 56,979 53,256 39,179 117,838 103,390

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △516 △4,160 69 1,524 △6,431

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △2,872 △9,586 △1,349 428 △21,979

純資産額 (百万円) 12,427 6,180 2,610 15,166 3,337

総資産額 (百万円) 68,648 58,260 44,788 71,348 49,761

１株当たり純資産額 (円) 174.78 86.98 △7.28 213.36 △3.47

１株当たり当期純利益 
又は中間(当期)純損失
(△)

(円) △40.40 △134.89 △7.34 6.03 △306.57

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 18.1 10.6 5.8 21.3 6.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,031 △3,656 △3,275 4,228 △4,533

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △373 △544 △400 5,074 △793

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,145 △1,104 △2,303 △8,721 6,270

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 7,065 8,902 9,477 13,898 15,075

従業員数 (名) 9,705 7,829 6,754 9,425 6,719



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 上記の売上高は消費税等抜となっている。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

  

  
  

  

  

  

  

  

２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社および当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はな

い。 

また、主要な関係会社についても異動はない。 

  

  

  

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 49,844 42,586 31,541 100,711 79,267

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 123 △3,917 365 1,201 △6,862

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △1,980 △9,906 638 △774 △22,276

資本金 (百万円) 7,730 7,730 5,773 7,730 5,773

発行済株式総数

 普通株式 (千株) 71,317 71,317 191,317 71,317 191,317

 A種優先株式 (千株) ― ― 80,000 ― 80,000

純資産額 (百万円) 16,547 7,802 6,034 17,719 5,392

総資産額 (百万円) 56,381 47,160 40,427 57,257 44,365

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.3 16.5 14.9 30.9 12.2

従業員数 (名) 647 603 462 641 471



３ 【関係会社の状況】 

(1) 商号変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度まで持分法適用会社であったティアックオーストラリア

ＰＴＹ．，ＬＴＤは、商号をＡＣＮ 005 408 462ＰＴＹ．,ＬＴＤに変更した。同社は現在会社清算手

続き中である。 

  

(2) 新規 

当中間連結会計期間において、主にコンシューマ機器製品の販売を行うため下記の会社を新たに設 

立し、連結子会社とした。 

  (名称)  ティアック オーストラリア ＰＴＹ．，ＬＴＤ 

  (住所)  30 Tullamarine Park Road 

       Tullamarine VIC 3043 Australia 

  (資本金) AUD 3,000,000 

  (主要な事業の内容)  コンシューマオーディオ・ビジュアル製品の販売 

  (議決権に対する提出会社の所有割合)  100.00％ 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は相当数に満たないため記載を省略している。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は相当数に満たないため記載を省略している。 

  

(3) 労働組合の状況 

ティアック株式会社、ティアック電子計測株式会社、株式会社ティアックシステムクリエイトおよび株

式会社ティアック エソテリック カンパニーにティアック労働組合が組織されており、全日本電機・電

子・情報関連産業労働組合連合会に属している。 

ティアック株式会社におけるティアック労働組合の組合員数は452人で、ユニオンショップ制である。 

ティアック電子計測株式会社、株式会社ティアックシステムクリエイトおよび株式会社ティアック エソ

テリック カンパニーにおけるティアック労働組合の組合員数はそれぞれ18人、17人、19人で、ともにオ

ープンショップ制である。   

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

周辺機器事業 5,365

コンシューマ機器事業 1,089

情報機器事業 184

その他 50

全社(共通) 66

合計 6,754

従業員数(名) 462



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 業績の全般的概況  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高の影響が懸念されるなか、設備投資、個人消費な

ど国内需要が安定的に上向き、緩やかな回復が継続し、米国景気も内需を中心に堅調のまま推移しまし

た。当社は前連結会計年度に光ディスクドライブ事業での営業損失の計上、繰延税金資産の取崩し、テ

ィアックオーストラリアに対する貸倒引当金の計上等により大幅な損失を計上しましたが、第三者割当

による総額100億円の新株発行を行うとともに、負の遺産を一掃するべく、リストラクチャリングを実施

いたしました。 その結果当中間期は、売上高は減少したものの、光ディスクドライブ製品のコストダ

ウン、音楽制作用機器の新機種の投入、固定費の削減および為替の円安傾向等により、経常利益は若干

ながら黒字化いたしました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は391億7千9百万円(前年同期比26.4%減)となり、営業利

益は3億7千5百万円(前年同期営業損失16億1千3百万円)、経常利益は6千9百万円(前年同期経常損失41億6

千万円)となりました。また、特別損失として関係会社事業再構築費用5億3千1百万円、また当中間連結

会計期間より返品調整引当金および製品保証引当金の計上、米国販売子会社ティアックアメリカの売上

計上基準の変更等、会計処理の方法を変更したことによる4億8千8百万円を特別損失に計上したことか

ら、中間純損失は13億4千9百万円(前年同期純損失95億8千6百万)となりました。 

② 地域別の販売状況  

当中間連結会計期間は、全地域にて周辺機器の単価の下落や不採算販売の抑制により、売上高は減少

しました。日本においては、任意管理手続き下のティアックオーストラリアへの販売の減少によっても

売上高は減少しましたが、光ディスクドライブ製品のコストダウンや前期末に実施した固定費削減によ

り、営業利益は黒字に転換しました。米国においても、同様に売上高は減少したものの、固定費の削減

により営業利益は黒字に転換しました。欧州においては、ディストリビューション市場での収益率改善

のため、商品の絞込みと販売組織の縮小化を行い、売上高は減少しましたが、営業損失は縮小しまし

た。アジアにおいては、売上高は減少したものの、営業損失は横ばいとなりました。 

 その結果、地域別売上高は日本が186億8千1百万円で前年同期対比25.7％減、米大陸は93億1千6百万円

で前年同期対比20.5％減、欧州は49億9百万円で前年同期対比36.2％減、アジアは62億7千2百万円で前年

同期対比28.0％の減少となりました。 

③ 事業のセグメント別販売状況  

<周辺機器事業> 

パソコン市場における価格競争のなか、メーカーが割安なＣＤ記録・ＤＶＤ再生のコンボドライブ搭

載モデルの比率を増加させたことから、ＲＡＭ対応スリムＤＶＤスーパーマルチドライブの需要が伸び

悩んだ半面、ＣＤ－ＲＯＭドライブやＤＶＤ－ＲＯＭドライブなどの従来機種が、買い替え需要に支え

られたサーバー向けなどで堅調に推移しました。単価の下落や不採算販売の抑制により、販売高は大幅

に下落しましたが、製造コストの低減や不採算機種の販売終了、前連結会計年度に実施した固定費削減

などの効果により、営業利益は改善することができました。  当中間連結会計期間の売上高は242億1千6

百万円となり前年同期対比で32.3％減、営業利益は7億6千万円と前年同期営業損失10億4千8百万円から

改善しました。 

<コンシューマ機器事業> 

音楽制作用機器（ＴＡＳＣＡＭブランド）では、ミュージシャン用トレーニングツールや、自宅で安

価にＣＤ制作を可能にしたマルチトラックレコーダーなどの新機種を継続的に投入したことに加え、業

務機器市場で販売が堅調に推移した結果、売上高、営業利益とも前年同期を上回りました。一般ＡＶ機

器（ＴＥＡＣブランド）では、任意管理手続き下にあったティアックオーストラリアの影響で売上、利

益とも減少しました。 また、高級ＡＶ機器（Ｅｓｏｔｅｒｉｃブランド）では、最高級ユニバーサル

プレーヤー、スーパーオーディオＣＤプレーヤーにおける国内市場での優位性を武器に、海外市場への

進出に着手しました。コンシューマ事業としての当中間連結会計期間の売上高は121億2百万円と前年同

期対比で14.6%の減となり、営業利益は3億2千9百万円と前年同期の4億2千9百万円から減少しました。 

  

  



<情報機器事業> 

ビデオシステム事業は、アナログ製品からデジタル製品への切り替え時期と重なって売上が伸び悩

み、前年同期並みの粗利となりました。医用画像機器事業は、期初にＯＥＭ先への新製品納入で遅れを

生じ、営業損益の黒字化には至りませんでした。計測機器関連事業は、計測用レコーダの販売の落ち込

みとプリンタシステムの新製品投入が遅れましたが、通話録音装置やトランスデューサービジネスは順

調に推移しました。情報機器全体としての当中間連結会計期間の売上高は、25億1千万円と前期対比で

16.2％減となりましたが、営業利益は2億4千2百万円と前年同期の8百万円から改善しました。 

<その他事業> 

その他事業では、ソリューションビジネスにてハードウェアやアプリケーションの販売が堅調に推移

し、売上高が前年同期を上回りました。 一方、ソフトウェアパッケージの販売高が下落したことによ

り、営業利益は前年同期を下回りました。その他事業としての中間連結会計期間の売上高は3億4千9百万

円と前年同期対比で15.6％増となり、営業利益は2千6百万円と前年同期の3千3百万円から減少しまし

た。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間は、売上債権減少額は17億1千4百万円となり、たな卸資産増加額は13億1百万円と

なりました。当中間連結会計期間からティアックオーストラリアが連結対象となったことによる売掛金

の増加額11億8千5百万円、およびたな卸資産の増加額7億6百万円が含まれております。また、仕入債務

減少額は31億9千8百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは32億7千5百万円のマイナスとな

りました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得により4億円のマイナス

となり、財務活動によるキャッシュ・フローは有利子負債削減のための短期借入金の返済により、23億3

百万円のマイナスとなりました。 

 以上の結果、為替による換算差額を差し引いた当中間連結会計期間末の現金および現金同等物中間期

末残高は94億7千7百万円となり、前連結会計年度末から55億9千7百万円の減少となりました。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。
  

 
(注) １ 金額は製造原価による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社及び連結子会社(以下、当社グループ)の製品は、原則として需要見込生産であるので、該当事項

はない。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。
  

 
  
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成17年4月１日  
  至 平成17年9月30日)

前年同期比(％)

周辺機器事業 (百万円) 28,629 △38.4

コンシューマ機器事業 (百万円) 2,343 6.1

情報機器事業 (百万円) 544 63.9

その他 (百万円) 166 141.7

合計 (百万円) 31,684 △35.5

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成17年4月１日  
  至 平成17年9月30日)

前年同期比(％)

周辺機器事業 (百万円) 24,216 △32.3

コンシューマ機器事業 (百万円) 12,102 △14.6

情報機器事業 (百万円) 2,510 △16.2

その他 (百万円) 349 15.4

合計 (百万円) 39,179 △26.4

前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月１日  
  至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年4月１日  
  至 平成17年9月30日)

相手先
金額 
(百万円)

割合(％) 相手先
金額 
(百万円)

割合(％)

DELL COMPUTER  
CORPORATION

7,402 13.9
DELL COMPUTER 
CORPORATION

4,839 12.4



３ 【対処すべき課題】 

 
  

  

 当社グループを取り巻く経営環境は、ディスクドライブ事業における急激な価格下落等、ここ数年厳

しい状態が続いております。 当社は、外部環境に左右されない事業構成を確立し安定的な収益構造に

転換すること、および財務体質を強化することが喫緊の課題と認識し、早急な業績の建て直しを図るべ

く、平成18年3月期を初年度とする2ヵ年の「中期事業計画」を策定いたしました。当中間連結会計期間

にはフェニックス・キャピタル株式会社の企業活性化ノウハウを活用し、「中期事業計画」を着実に実

行して早期業績回復を図るため、下記のクロスファンクショナルチーム（ＣＦＴ）を発足させ、各々の

課題に対する問題解決、アクションプランの立案を行いました。

① 組織人事

 ポジティブな緊張感、プロフェッショナル志向による組織バリューを高め、顧客志向の会社をつくり

ます。人材の機動的配置による効率改善を行い、成果を処遇に合理的に反映させる仕組みをつくり、成

果達成を促すとともに、モチベーションアップを図る人事制度をつくります。

② 経営管理

 管理会計を強化するとともに業績モニタリング体制を構築し、経営管理におけるＰＤＣＡサイクルを

確立します。

③ 調達・生産・物流

 変動費の削減、付加価値の増加、固定物流費の変動費化により損益分岐点を引き下げます。

④ 開発力強化

 顧客視点に基づく商品投入、開発業務効率化、個人のスキルアップ等を通じて、プロダクトアウトか

らマーケットインへの体質転換と、開発余力の確保により、新製品投入のスピードアップを図ります。

⑤ ブランド・中長期戦略

 ティアックブランドの軸となる企業理念を体系的に構築し、その明文化と全従業員への浸透を図りま

す。



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

  

  

  

  

  

  



５ 【研究開発活動】 

 
  

 当社グループの研究開発活動は主として提出会社に集中しており、提出会社および現地販売法人におい

て技術動向・市場動向の情報を集め、提出会社にて開発を担当し、国内外の生産拠点にて生産を行う一

方、米国市場中心の一部のコンシューマ機器製品開発は、米国販社内に設置した開発チームで提出会社と

連携をとりながら研究開発活動を行っております。 

  提出会社の研究開発活動は、先端商品の開発を担当する開発センターと各社内カンパニーに所属し、各

カンパニーに直結した形で市場のニーズにいち早く合致した商品の開発を担当する開発部でテーマ分担

し、研究開発を推進しております。 

  当中間連結会計期間の開発人員は218名で、研究開発費として1,723百万円投入しております。 

  当中間連結会計期間の主な研究開発の概況と成果は次のとおりです。なお、提出会社の研究開発部門は 

6部門に区分されており、また、テーマ毎に部門内および部門間で細分化しております。 

＜周辺機器製品＞

 主力カテゴリーである、Note-PC向けスリム型光ディスクドライブでは、先期より進めてきたプラットフ

ォーム統一化が、当中間連結会計期間に製品化したCD-ROMとSuper-Multiによって完了しました。これによ

りCD-ROM/DVD-ROM/Combo/Super-Multiの全ての機種で、基本構造・生産設備の統一化が実現し、極力、チ

ップセットの共通化、ファームウエアの共通化を促進しコストダウン・開発工数合理化・生産自由度など

の効果が期待されます。 

価格下落が続いている、Super-Multiにおいては、更なるコスト低減策として2波長レーザーダイオードを

使用した光ピックアップの採用検討を開始しました。また、Combo 、CD-ROMドライブでは、更なるコスト

低減に向け、新しい光ピックアップやチップセットの検討を開始しております。 

  また、当社のメカ技術を生かしたスリム型Slot-Loadingドライブでは、更にアドバンテージを得るため 

に、このタイプでは困難とされていた8cmディスクに対応するチャレンジを始めています。 

 Desktop-PC向け光ディスクドライブではChip-setメーカーとの共同開発にて、16倍速Super-Multiの

Solution開発を行い、顧客での生産開始を実現いたしました。 

＜コンシューマ機器製品＞

 業務市場向けでは、1Uラックマウントサイズ（高さ４４mm）を特徴とする設備向けのCDプレーヤー２モ

デルCD-０１U/CD-01U Proの開発を完了し、市場投入しました。また、大型デジタルミキサーDM-3200の開

発を完了しました。 

楽器市場向けでは、ハードディスクレコーダDP-01FXにCD記録機能を追加したDP-01FX/CDの開発を完了しま

した。 

  OEM市場向けでは、デジタルアンプ搭載を特徴とする、カラオケアンプ2モデルの開発を完了しました。 

  ハイエンド市場向けには、独自開発の高精度メカニズムであるVRDS-NEOを搭載したセパレート型SACDプ

レーヤーP-03と、DAコンバータD-03を開発し、高い評価を得ました。また、一体型のDVDプレーヤーと

CD/SACDプレーヤーとしては、いままでにない斬新なデザインの新シリーズUZ-1/SZ-1を開発、新しいライ

フスタイルを提案するとともに、新たな顧客層の開拓に着手しました。 

＜情報機器製品＞

 業務用映像機器製品ではハイビジョンのディジタル入力をMPEG-4にて圧縮し、DVD-RAMに記録する動画 

録画機DV-800の開発を終え、OEM販売を開始しました。 

  データレコーダ関連では、アプリケーションソフトで収録画像と計測データをＰＣ上で同期表示が可能

な、画像記録再生装置AQ-YUの開発を進めています。 

通話録音装置の展開を図るため、従来のアナログ式電話でなくＩＰ電話対応の録音システム装置LA-4000IP

の開発に着手しました。 

  新規ジャンルの業務用ラベルプリンターでは、次世代熱転写プリンターとしてUSB2.0対応の高速機P-55B

の開発を終え販売を開始しました。 

  また、プリンタシステムとして新たにインクジェット方式のプリンターを搭載したWP-45の開発も進め、

サンプル出荷を開始しました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はない。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等の計画はない。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 優先配当金  

(イ)  当社は、利益配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優

先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通

株主」という。）及び普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式

１株につき下記(ロ)に定める額の優先配当金を支払う。  

   (ロ) 優先配当金の額  

１株当りのＡ種優先株式の優先配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）の額は、Ａ種優先株式の発行価

額（50円）に、それぞれの営業年度ごとに下記の年率（以下「Ａ種優先株式年配当率」という。）を乗じて

算出した額とする。 

Ａ種優先株式年配当率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋2.50%  

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」とは、平成17年４月１日以降の毎年４月１日（当日が銀行休業日の場合は翌

営業日）（以下「Ａ種優先配当算出基準日」という。）の、午前11時における日本円の６ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値

のうち、支払うべきＡ種優先配当金に関する営業年度内に含まれる日に係る数値をいう。 

Ａ種優先配当算出基準日に日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合

は翌営業日）ロンドン時間午前11時におけるスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レ

ート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値又

はこれに準ずるものと認められるものを、日本円TIBOR（６ヶ月物）に代えて用いるものとする。 

日本円TIBOR（６ヶ月物）又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第３位まで算出し、その小数第３位

を四捨五入する。 

   (ハ) 優先中間配当金 

      優先中間配当は行わない。 

   (ニ) 累積条項  

ある営業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＡ種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積する。  

  (ホ) 非参加条項  

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金の額を超えて利益配当は行わない。  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 400,000,000

Ａ種優先株式 80,000,000

計 480,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 191,317,134 191,317,134
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

Ａ種優先株式 80,000,000 80,000,000 ― (注)

計 271,317,134 271,317,134 ― ―



(2) 残余財産の分配  

当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質

権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき50円を支払う。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。 

(3) 買受又は強制消却 

当社は、配当すべき利益をもって、いつでもＡ種優先株式を買受けることができる。 

また、当社は、取締役会の決議により、配当すべき利益をもってＡ種優先株式を強制消却することができ

る。なお、１株当りの買受価額又は強制消却の対価は、下記の価額より、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質

権者に対して、発行後買受又は強制消却までの間に実際に支払われたＡ種優先配当金の総額を減算した金額

とする。 

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの期間については金50円 

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの期間については金57円 

平成19年４月１日から平成20年３月31日までの期間については金66円  

(4) 議決権  

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(5) 株式の併合又は分割  

当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。  

(6) 新株引受権等の付与  

当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々の

場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の、新株の引受権、新株予約権の

引受権又は新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。  

(7) 転換予約権  

Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＡ種優先株式の普通株式への転換を請求すること

ができる。  

   (イ) 転換を請求することができる期間  

平成17年7月1日から平成20年3月31日までとする。  

   (ロ) 転換の条件  

Ａ種優先株式は、上記(イ)の期間中、１株につき下記(a)、(b)及び(c)に定める転換価額により、当社の普

通株式に転換することができる。  

        (a) 当初転換価額  

当初転換価額は50円とする。ただし、平成17年３月30日を払込期日とする普通株式の発行価額が当初転換価

額を下回る場合には、当初転換価額は普通株式の発行価額に修正されるものとする。  

        (b) 転換価額の修正 

転換価額は、平成17年７月１日以降平成20年３月31日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までの各

転換請求可能日において、Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該転換請

求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

に修正されるものとする（円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、かか

る修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＡ種優先株式を含むＡ種優先株式の全部に適用されるものと

する。）。ただし、当該平均値が当初転換価額の50％に相当する金額（ただし、下記(d)の調整を受け

る。）（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の 100％に相当する額（ただし、下記(d)の調整を受ける。）（以下「上限

転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。  

        (c) 転換価額の調整  

Ⅰ  Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下「転換価

額調整式」という。）により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円単位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
                          

 
  

ｉ転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって、普通株式を発行又は自己株式を 

処分する場合（ただし、株式の分割、転換予約権付株式の転換又は新株予約権の行使による場

合を除く。また、株主割当の場合を除く。）、調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、これ 

  を適用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式における「新規発行普通株 

式数」は「処分自己株式数」に、「１株当りの払込金額」は「１株当りの処分価額」に、ま 

（既発行普通株式数－自己株式数）＋
新規発行普通株式数×１株当りの払込金額

調整後 
転換価額

＝
調整前 
転換価額

×
１株当りの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数



た「自己株式数」は「処分前自己株式数」に、それぞれ読み替える。 

ⅱ株式の分割により普通株式を発行する場合  

調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日があるときには、その株主割当日の翌日以

降、株式の分割のための株主割当日がないときには、当社の取締役会において株式分割の効力

発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。なお、この場合、転換価額調整式における

「（既発行普通株式数－自己株式数）」は「既発行普通株式数」と読み替える。ただし、配当

可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株

式を発行する旨を取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主

総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額

は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用す

る。  

ⅲ転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式又

は権利行使により発行される普通株式１株当りの発行価額が転換価額調整式に使用する時価を

下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合(ただし、株主割当の場

合を除く。) 、調整後転換価額は、その証券の発行日に、発行される証券の全額が転換又は全

ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、当該発行される株式の転換価額又は当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき１株

当りの額が、その払込期日において確定しないという場合、調整後転換価額は、これらの額が

決定される日（以下「価額決定日」という。）において、発行される株式の全額が転換されも

しくは新株予約権の全てが行使されたものとみなし、価額決定日の翌日以降、これを適用す

る。  

Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、株式移転、株式交換、会社の分割、資本の減少、普通株式の併合

等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更される。  

Ⅲ 転換価額調整式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただ

し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とし、その計算は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取

引日の間に、Ⅰ又はⅡで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価

（当該平均値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。 

Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価

額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、株

主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。 

Ⅴ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、

転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差

額を差し引いた額を使用する。 

       (d) 上限転換価額及び下限転換価額の調整  

上記(c)の規定により転換価額の調整を行う場合には、上限転換価額及び下限転換価額についても、「転換

価額」を「上限転換価額」又は「下限転換価額」に置き換えた上で上記(c)の規定を準用して同様の調整を

行う。  

       (e) 転換により発行すべき普通株式数  

Ａ種優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。 

  

                 Ａ種優先株主が転換請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額の総額 
       転換により発行すべき    ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    普通株式数                       転換価額                  

       発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

  

       (f)転換の請求により発行する株式の内容 

          当社普通株式  

       (g)転換請求受付場所  

        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  

       (h)転換の効力の発生 

 転換の効力は、転換請求書及びＡ種優先株式の株券が上記(g)に記載する転換請求受付場所に到着したとき

 に発生する。ただし、Ａ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しないものとす 

 る。   



(8) 転換後第１回目の配当 

Ａ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、転換の請求が４月１日から翌

年３月31日までになされたときは４月１日に転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(9) 普通株式への一斉転換  

転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日をもって、

Ａ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除して得られる数の普通株式となる。

普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、商法第 220条に定める方法によりこれを

取扱う。  

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成17年6月29日開催の定時株主総会における損失処理により資本準備金6,932百万円全額を取り崩ししてい 

る。      

  

(4) 【大株主の状況】 

① 普通株式  

平成17年９月30日現在 

 
（注）１ 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれている。 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社        2,042千株 

  三菱信託銀行株式会社                  553千株 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社       1,085千株  

２ 三菱信託銀行株式会社は平成17年10月1日付でUFJ信託銀行株式会社と合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社 

  と社名変更している。        

  なお、UFJ信託銀行株式会社は平成17年9月30日現在当社株式を579千株(発行済株式総数に対する所有株  

  式数の割合0.30％）所有している。 

  

② Ａ種優先株式  

                                     平成17年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成17年6月29日(注) ― 271,317,134 ― 5,773 △6,932 ― 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ワン投資事業組合

東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル９
階

120,000 62.72

株式会社みずほコーポレート銀行 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-3-3
(東京都中央区晴海1-8-12)

3,433 1.79

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 3,433 1.79

明治安田生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2-1-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

2,359 1.23

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社

東京都港区浜松町2-11-3 2,042 1.07

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 2,008 1.05

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,874 0.98

三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 1,349 0.71

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 1,342 0.70

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社

東京都中央区晴海1-8-11 1,085 0.57

計 ― 138,927 72.62

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ワン投資事業組合

東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル９
階

80,000 100.00

計 ― 80,000 100.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、 41,000株(議決権41個)

含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式104株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が  3,000株 (議決権3個)ある。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
A種優先株式 
     80,000,000

―
「1株式等の状況」「(1)株式の総数 
  等」 「②発行済株式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

 完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 
           390,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお 
 ける標準となる株式

 完全議決権株式(その他)
普通株式 
       188,991,000

188,991 同上

 単元未満株式
普通株式 
         1,936,134

― 同上

発行済株式総数     271,317,134 ― ―

総株主の議決権 ― 188,991 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ティアック株式会社

東京都武蔵野市中町 
３―７―３

390,000 ― 390,000 0.14

計 ― 390,000 ― 390,000 0.14



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 上記の株価は東京証券取引所市場第一部によるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はない。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 206 187 175 185 176 173

最低(円) 176 151 156 158 159 162



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成 

    11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

      ただし、前中間連結会計期間(平成1６年４月１日から平成１６年９月３０日まで)については、 

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成１６年１ 

    月３０日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づい

   て作成しております。                     

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大 

  蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

      ただし、前中間会計期間(平成1６年４月１日から平成１６年９月３０日まで)については、「財務 

    諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成１６年１月３０

    日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

    ております。                    

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の

中間財務諸表については、井上監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで)の中間財務諸表については、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  

  なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

    第57期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第57期中間会計期間の中間財務諸表 

                                   井上監査法人 

    第58期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第58期中間会計期間の中間財務諸表 

                                   新日本監査法人 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 8,902 9,477 15,075

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 16,074 11,592 13,171

 ３ 有価証券 200 200 200

 ４ たな卸資産 ※２ 23,813 14,574 12,562

 ５ 繰延税金資産 565 587 534

 ６ その他 1,524 1,849 1,780

   貸倒引当金 △522 △370 △584

   流動資産合計 50,559 86.8 37,911 84.6 42,739 85.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※１ 
※２

2,290 2,227 2,131

  (2) 機械装置及び 
    車両運搬具

※１ 708 687 597

  (3) 工具器具 
    及び備品

※１ 759 636 603

  (4) 土地 ※２ 1,501 1,475 1,466

  (5) 建設仮勘定 13 7 8

  (6) その他 ※１ ─ 5,274 27 5,061 15 4,823

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 224 47 97

  (2) その他 406 631 353 400 359 456

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 1,052 827 1,106

  (2) 長期貸付金 114 94 114

  (3) 繰延税金資産 258 168 172

  (4) 破産更生債権等 ─ 3,857 3,666

  (5) その他 380 325 359

    貸倒引当金 △11 1,795 △3,858 1,415 △3,677 1,741

   固定資産合計 7,700 13.2 6,877 15.4 7,021 14.1

   資産合計 58,260 100.0 44,788 100.0 49,761 100.0



 
  

  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 14,907 9,209 11,205

 ２ 短期借入金 ※２ 22,067 13,611 20,424

 ３ 未払金 998 1,517 1,576

 ４ 未払法人税等 166 142 45

 ５ 賞与引当金 764 631 621

 ６ 未払費用 ─ 2,348 3,045

 ７ 繰延税金負債 ─ 106 ─

 ８ その他 3,931 1,340 863

   流動負債合計 42,836 73.5 28,907 64.5 37,782 75.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 500 500 500

 ２ 長期借入金 ※２ 1,648 5,339 726

 ３ 退職給付引当金 6,908 7,252 7,231

 ４ 繰延税金負債 25 48 9

 ５ その他 119 88 139

   固定負債合計 9,202 15.8 13,229 29.6 8,606 17.3

   負債合計 52,038 89.3 42,137 94.1 46,388 93.2

(少数株主持分)

  少数株主持分 41 0.1 41 0.1 36 0.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,730 13.3 5,773 12.9 5,773 11.6

Ⅱ 資本剰余金 11,334 19.5 ─ 21,940 44.1

Ⅲ 利益剰余金 △10,119 △17.4 △571 △1.3 △21,161 △42.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

37 0.1 22 0.0 14 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定 △2,763 △4.7 △2,552 △5.7 △3,173 △6.4

Ⅵ 自己株式 △39 △0.1 △61 △0.1 △56 △0.1

   資本合計 6,180 10.6 2,610 5.8 3,337 6.7

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

58,260 100.0 44,788 100.0 49,761 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 53,256 100.0 39,179 100.0 103,390 100.0

Ⅱ 売上原価 42,703 80.2 28,969 73.9 81,808 79.1

   売上総利益 10,552 19.8 10,209 26.1 21,581 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 12,166 22.8 9,833 25.1 24,625 23.8

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,613 △3.0 375 1.0 △3,044 △2.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 63 115 151

 ２ 受取配当金 4 1 10

 ３ 持分法による 
   投資利益

67 53 106

 ４ 為替差益 40 75 ―

 ５ その他 335 510 1.0 248 493 1.2 733 1,002 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 498 399 1,129

 ２ 手形売却損 76 59 157

 ３ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却額

228 227 456

 ４ たな卸資産廃棄損等 2,155 54 2,080

 ５ 為替差損 ― ― 96

 ６ その他 99 3,057 5.7 59 800 2.0 469 4,389 4.2

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△4,160 △7.8 69 0.2 △6,431 △6.2



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 12 7 208

 ２ 貸倒引当金戻入益 ― 87 ―

 ３ 前期損益修正益 ― 110 ―

 ４ その他 0 13 0.0 2 207 0.5 ― 208 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 ※３ 67 6 393

 ２ たな卸評価損等          ─ ― 4,859

 ３ 過年度特許権実施料 230 44 279

 ４ 貸倒引当金繰入額 ― ― 3,450

 ５ 役員退職慰労金 93 ― 93

 ６ 特別早期退職金 ― ― 799

 ７ 関係会社閉鎖に伴 
   う損失

― ― 160

 ８ 過年度返品調整引当 
   金繰入額

― 275 ―

 ９ 過年度製品保証引当 

   金繰入額
― 119 ―

１０ 過年度売上高修正損 ― 93 ―

１１ 過年度持分法投資 

   損益修正損
― 325 ―

１２ 関係会社事業再構築 

   費用
― 531 ―

１３ その他
―

          
390 0.7 25 1,421 3.6 514 10,551 10.2

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

4,538 △8.5 1,145 △2.9 16,773 △16.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 5,050 189 129

   過年度法人税、住民 

   税及び事業税
― 11 ―

    法人税等調整額 ― 5,050 9.5 ― 201 0.5 5,104 5,234 5.1

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

△2 △0.0 3 0.0 △27 △0.0

   中間(当期)純損失 9,586 △18.0 1,349 △3.4 21,979 △21.3



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 11,334 21,940 11,334

 Ⅱ 資本剰余金増加高

   増資による新株式の発行 ─ ─ 5,000 

   資本金減少による 
   資本剰余金増加高

─ ─ ─ ─ 5,606 10,606 

 Ⅲ 資本剰余金減少高

   その他資本剰余金減少高 ─ ─ 21,940 21,940 ─ ─

Ⅳ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

11,334
─

21,940

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △532 △21,161 △532

Ⅱ 利益剰余金増加高

  資本剰余金取崩に伴う 
  利益剰余金増加高

─
21,940 1,351

  連結子会社増加に伴う 
  利益剰余金増加高

23 23
─

21,940 23 1,374

Ⅲ 利益剰余金減少高

  中間(当期)純損失 9,586 1,349 21,979

   役員賞与 ─ 0 ─

  持分法適用非連結子会社 
  減少に伴う利益剰余金 
  減少高

23 9,609
─

1,350 23 22,003

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

△10,119 △571 △21,161



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自平成16年4月１日

至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年4月１日

至 平成17年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成16年4月１日

至 平成17年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

△4,538 △1,145 △16,773

   減価償却費 599 342 1,030
   貸倒引当金増減額 △55 △40 3,678
   退職給付引当金増減額 313 △21 635
   賞与引当金増減額 105 5 △35
   受取利息及び受取配当金 △68 △116 △161
   支払利息 498 399 1,129
     手形売却損        ―                   59 ―  
   為替差損 129 44 36
   持分法投資利益 △67 △53 △106
   有形固定資産除却売却損 67 6 393
   有形固定資産売却益 △12 △7 △208
   投資有価証券売却損 ― 3 ―
   売上債権減少額 4,300 1,714 3,258
   たな卸資産増減額 174 △1,301 11,293
   仕入債務減少額 △5,613 △3,198 △8,163
   その他流動資産増減額 747 △347 294
   その他流動負債増減額 252 482 △1
   その他固定資産減少額 168 193 310
   その他固定負債増減額 △82 △42 10
    小計 △3,080 △3,022 △3,381
   利息及び配当金の受取額 68 132 161
    利息の支払額     △498     △399 △1,129 
   手形売却損 ― △59 ―
   法人税等の支払額 △144 73 △184
  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△3,656 △3,275 △4,533

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
   定期預金の払出し 
   による収入

51 ― 51

   有価証券の取得 
   による支出

△200 ― △400

   有価証券の売却 
   による収入

200 ― 400

   有形固定資産 
   の取得による支出

△379 △557 △840

   有形固定資産 
    の売却による収入

11 158 310

   投資有価証券 
   の取得による支出

△227 ― △314

   貸付けによる支出 △1 △1 △1
   貸付金の回収による収入 1 0 1
  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△544 △400 △793



次へ 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年4月１日

至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年4月１日

至 平成17年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成16年4月１日

至 平成17年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
   短期借入れによる収入 951 1,498 3,546
   短期借入金の返済 
   による支出

△2,159 △7,943 △6,192

   長期借入れによる収入 807 4,950 838
   長期借入金の返済 
   による支出

△698 △803 △1,899

    株式の発行による収入 ― ― 10,000

   自己株式の取得 
   による支出

△5 △5 △22

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△1,104 △2,303 6,270

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

239 381 163

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額

△5,066 △5,597 1,106

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

13,898 15,075 13,898

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金 
  及び現金同等物の増加高

70 ― 70

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

8,902 9,477 15,075



 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

────────── 当社グループは、前連結会計年度

において21,979百万円の大幅な当期

純損失を計上し、当中間連結会計期

間においても引続き1,349百万円の

中間純損失を計上している。また、

営業キャッシュ・フローも3,275百

万円のマイナスとなっている。当該

状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在している。

当社グループは、当連結会計年度

において21,979百万円の大幅な当期

純損失を計上し、継続企業の前提に

関する重要な疑義を抱かせる事象又

は状況が存在している。 

  当社グループ におきましては、  

当該状況を解消すべく、外部環境 に

左右されない事業構成を確立し 安定

的な収益構造に転換すること、

当社グループにおいては、当該状

況を解消すべく希望退職等のリスト

ラを実施し,平成17年1月31日に発表

した中期事業計画を着実に実行し、

収益構造の改善・PC-ODD事業の収益

改善・在庫管理の徹底・欧州地域の

事業改善および組織執行体制の改善

を図ると共に、取引銀行との継続取

引を始め、平成17年3月30日付でフ

ェニックス・キャピタル株式会社が

運営するフェニックス・キャピタ

ル・パートナーズ・ワン投資事業組

合を引き受け先とする第三者割り当

て増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図りまし

た。 以上により、中期事業計画達

成に向けての主要事前施策は、本年

3月をもって完了することができま

した。

および財務体質を強化することが喫 

緊の課題と認識し、早急な業績の建 

て直しを図るべく、平成18年3月期 

初年度とする2ヵ年の「中期事業計 

計画」を策定し、平成17年1月31日 

に発表いたしました。 

  フェニックス・キャピタル株式会 

社の企業活性化ノウハウを活用し、

「中期事業計画」を着実に遂行して

いくことで、早期業績回復に努め、

お客様に対してはより満足度の高い

製品の提供を、株主の皆様に対して

は配当の復活に向けて努力してまい

る所存です。 

当中間連結会計期間においては、

第一部第２－３「対処すべき課題」

に記載のとおり、クロスファンクシ

ョナルチーム（CFT)が発足され、

各々の課題に対する問題解決、アク

ションプランの立案を行いました。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前 

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表に反映していません。 

中期事業計画の概要 

必達目標：平成19年3月期末までに下

記経営指標を必達する。 

■ 売上高営業利益率（連結） 3.5%

以上 

■ 在庫日数（連結DSI） 69日以下 

■ PC-ODD事業の売上構成比 30％以

下 

* PC-ODD事業 PC組込専用のOEM向け

光ディスクドライブ事業 

* DSI Days Sales in Inventory(在

庫日数)の略。 

 期末在庫÷1日あたり平均売上原価 



  
 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

主要施策 

(1) 収益構造の改善 

以下の施策を遂行することでPC-ODD

偏重の事業構造から脱却し、バラン

スの良い事業構成を目指します。

① 事業構成の改善 

 Non-PC用途向けのデバイス事業や

ドライブメーカー、民生機器メーカ

ーへのソリューション事業を強化す

ることで光ディスクドライブ関連事

業の収益安定化を図り、あわせて、

音 楽 制 作 用 オ ー デ ィ オ 機 器

「TASCAM」や 超 高 級 オ ー デ ィ オ

「ESOTERIC」ブランドの積極展開に

よるコンシューマ機器事業の収益力

増強、および計測機器・業務用シス

テム事業の拡大による情報機器事業

の強化により、事業構成の改善を図

る。

② PC-ODD事業の収益改善 

 PC-ODD事業において、徹底したコ

スト構造の改善、市況変化への対応

力の強化、および新製品・新モデル

の絞込みにより、収益力の改善を図

る。

③ 在庫管理の徹底 

 管理会計制度および在庫日数レポ

ーティングシステムの改善等社内体

制を整備し、各ビジネスユニット

（BU）および拠点ごとの目標管理を

徹底することで、在庫の低減を図

る。

④ 欧州地域の事業改善 

 事業管理体制の改善、事業拠点・

運営体制の集約、現地法人の販売管

理費用の削減、および財務体質の改

善等により、欧州地域の事業改善を

図る。

⑤ 固定費の削減 

 希望退職の実施、海外子会社・国

内事業所の整理と再配置、退職金制

度の変更、および役員報酬の削減等

により、固定費の削減を図る（目標

値：総額約27億円）。



次へ 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

(2) 組織・執行体制の改善 

 事業分野ごとの損益管理がより

明確になる社内体制を整備すると

ともに、グループ全体のリソース

・情報の共有化・有効活用により

シナジー効果を追求する。

① 事業分野ごとにBUをまとめた3カ

ンパニー（エンタテイメント・カン

パニー、ビジネスソリューション

ズ・カンパニー、メディアデバイ

ス・カンパニー）を設置する。

② 長期的・全社的視点からの戦略

検討・実行を担う部門を設置する。

③ 目標必達のための社内体制を強

化する。

等の改善を図るとともに、希望退職

等のリストラを実施し、取引銀行と

の継続取引を始め、平成17年3月30

日付でフェニックス・キャピタル株

式会社が運営するフェニックス・キ

ャピタル・パートナーズ・ワン投資

事業組合を引受先とする第三者割当

増資により100億円の資金調達を行

い、財務体質の改善を図った。これ

により、中期事業計画達成に向けて

の主要事前施策は、本年3月をもっ

て完了することができた。

以上により、財務諸表は継続企業

を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映していない。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 子会社23社のうち重要

とみなされる下記の 

23社が連結されてい

る。

ティアック アメリ
カ INC.

(1) 連結子会社の数24社 

 

主要な連結子会社名

ティアック アメリ
カ INC.  

(1) 子会社23社のうち重要

とみなされる下記の23

社が連結されている。

ティアック アメリ
カ INC.

台湾ティアック有限
公司 
ティアック カナダ
LTD. 
富士吉田ティアック
株式会社 
ティアック電子計測
株式会社

台湾ティアック有限
公司

     ティアック ヨーロ
      ッパ GmbH. 
      ティアック エレク 
      ト ロ ニ ク ス (M)  
       Sdn.Bhd.
     P.T.ティアック エ
      レクトロニクス イ 
      ンドネシア

台湾ティアック有限
公司 
ティアック カナダ
LTD. 
富士吉田ティアック
株式会社 
ティアック電子計測
株式会社

株式会社ティアック
ウェルフェアサービ
ス 
ティアック UK LTD. 
ティアック ヨーロ
ッパ GmbH. 
ティアック フラン
ス S.A. 
ティアック エレク
ト ロ ニ ク ス (M) 
Sdn.Bhd.

      東莞東発ティアック
       オ ー デ ィ オ 
      CO.,LTD.
     株式会社ティアック
      エソテリック  カン 
     カンパニー
  ティアックオースト
   ラリアPTY.，LTD． 

 

株式会社ティアック
ウェルフェアサービ
ス 
ティアック UK LTD. 
ティアック ヨーロ
ッパ GmbH. 
ティアック フラン
ス S.A. 
ティアック エレク
ト ロ ニ ク ス (M) 
Sdn.Bhd.

株式会社ティアック
システムクリエイト 
ティアックベルギー 
NV/SA 
ティアックイタリー 
S.p.A. 
ティアックシンガポ
ール PTE LTD. 
P.T.ティアック エ
レクトロニクス イ
ンドネシア

当中間連結会計期間
において、オーストラ
リアにティアック オ
ーストラリアPTY．，
LTD．を設立して、連
結の範囲に追加した。

株会社ティアックシ
ステムクリエイト 
ティアックベルギー 
NV/SA 
ティアックイタリー 
S.p.A. 
ティアックシンガポ
ール PTE LTD. 
P.T.ティアック エ
レクトロニクス イ
ンドネシア

 ティアック オーデ
ィオ ( チ ャ イ ナ )
CO.,LTD. 
ティアックメキシコ
S.A. de C.V. 
東莞東発ティアック
オ ー デ ィ オ 
CO.,LTD. 
株式会社セレパス 
ティアック  上海
LTD.

ティアック オーデ
ィオ ( チ ャ イ ナ )
CO.,LTD. 
ティアックメキシコ
S.A. de C.V. 
東莞東発ティアック
オ ー デ ィ オ 
CO.,LTD. 
株式会社セレパス 
ティアック  上海
LTD.

 株式会社ティアック
エソテリック カン
パニー 
MTS株式会社 
ティアック    
SSE LTD.

株式会社ティアック
エソテリック カン
パニー 
MTS株式会社 
テ ィ ア ッ ク  SSE 
LTD. 

 (2) 平成16年４月１日付で
ティアック ドイツ 
GmbH.がティアック 
ヨーロッパ GmbH.に商
号変更した。

    ─────────
    

(2) 平成16年４月１日付で
ティアック ドイツ 
GmbH.がティアック 
ヨーロッパ GmbH.に商
号変更した。 



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(3) 平成16年４月１日付で

株式会社ティアック 

エソテリック カンパ

ニー(ティアック株式

会社より分社)および

ティアック SSE LTD.

を設立し、連結の範囲

に追加した。また、中

間連結財務諸表に与え

る影響が増加したた

め、当中間連結会計期

間よりMTS株式会社を

持分法適用の子会社か

ら除外し、連結の範囲

に追加した。

    
  ─────────

(3) 平成16年４月１日付で

株式会社ティアック 

エソテリック カンパ

ニーおよびティアック 

SSE LTD.を設立し、連

結の範囲に追加した。

また、連結財務諸表に

与える影響が増加した

ため、当連結会計年度

よりMTS株式会社を持

分法適用の子会社から

除外し、連結の範囲に

追加した。

２ 持分法の適用に関す 
  る事項

(1)   ───────── (1) 持分法適用の関連会社

は、東京システム運輸

株式会社および東京ユ

ニオン物流株式会社の

2社である。

(1)   ───────── 
 

(2) 持分法適用の関連会社

は、東京システム運輸

株式会社、ティアック 

オ ー ス ト ラ リ ア

PTY.,LTD.および東京

ユニオン物流株式会

社、の3社である。

(2) 関連会社１社(ティア

ック  コマーシャル

プロダクツPTY.,LTD.)

は中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、

全体として重要性がな

いため、当該会社に対

する投資については持

分法を適用せず原価法

により評価している。

(2) 持分法適用の関連会社

は、東京システム運輸

株式会社、ティアック 

オ ー ス ト ラ リ ア

PTY.,LTD.および東京

ユニオン物流株式会

社、の3社である。

(3) 関連会社１社(ティア

ック  コマーシャル

プロダクツPTY.,LTD.)

は中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、

全体として重要性がな

いため、当該会社に対

する投資については持

分法を適用せず原価法

により評価している。

(3) 持分法適用会社であっ

たティアックオースト

ラリアPTY.,LTD.(現社

名、ACN 005 408 462 

PTY.,LTD.)は、現在清

算手続き中であり、破

産管財人の管理下にあ

るため、持分法の範囲

から除外した。 

(3) 関連会社１社(ティア

ック  コマーシャル

プロダクツPTY.,LTD.)

は当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、

全体として重要性がな

いため、当該会社に対

する投資については持

分法を適用せず原価法

により評価している。

(4) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間

連結決算日と異なる会

社については、各社の

中間会計期間にかかる

中間財務諸表を使用し

ている。 

(4) 同左 (4) 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算

日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度

にかかる財務諸表を使

用している。

(5) 当中間連結会計期間よ

りMTS株式会社を持分

法適用の子会社から除

外し、連結の範囲に追

加した。

(5) ───────── (5) 当連結会計年度より

MTS株式会社を持分法

適用の子会社から除外

し、連結の範囲に追加

した。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.、ティアック上海 

LTD.の中間決算日は平成16

年６月30日である。中間連

結財務諸表の作成に当って

は、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用してい

る。 ただし、平成16年７

月１日から中間連結決算日

の平成16年９月30日までの

期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.、ティアック上海 

LTD.の中間決算日は平成17

年６月30日である。中間連

結財務諸表の作成に当って

は、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用してい

る。 ただし、平成17年７

月１日から中間連結決算日

の平成17年９月30日までの

期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.及びティアック上

海LTD.の決算日は12月31日

である。連結財務諸表の作

成に当っては、同決算日現

在の財務諸表を使用してい

る。 ただし、重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は全部資本直入

法により処理し、

売却原価は主とし

て移動平均法によ

り算定している)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は移動

平均法により算定

し、全部資本直入

法により処理して

いる。)

時価のないもの

主として移動平均

法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

主として移動平均法

による原価法により評

価している。

③たな卸資産

主として移動平均法

による低価法により評

価している。

③たな卸資産

主として移動平均法

による原価法により評

価している。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法
 ①有形固定資産

当社及び国内連結子会

社 

  主として定率法に 

 っている。  

  ただし、平成10年4 

  月1日以降に取得し 

  た建物(附属設備を 

  除く)は定額法によ 

  ている。 

在外連結子会社   

  主として定額法に  

  よっている。  
   なお、主な耐用年数 
    は以下のとおりであ 
  る。
   建物及び構築物
   ３～50年
   機械装置及び運搬 
   具   
   ４～11年
   工具器具及び備品
   ２～10年

(2) 重要な減価償却資産の減

  価償却の方法 

  ①有形固定資産 

   同左 

  

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減

  価償却の方法 

  ①有形固定資産 

   同左 

  

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産

定額法を採用してい

る。

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法を採用している。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

定額法を採用してい

る。

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

債権の貸倒れに備え

るため、当社及び国内

連結子会社は、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別にその回収可

能性を考慮して回収不

能見込額を計上してい

る。在外連結子会社

は、個別判定による回

収不能見込額を計上し

ている。

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

親会社及び国内連結

子会社は、一般債権に

ついては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等

特定の債権については

個別にその回収可能性

を考慮して回収不能見

込額を計上している。

在外連結子会社は、個

別判定による回収不能

見込額を計上してい

る。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

②賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の

当中間連結会計期間負

担分を計上している。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

主として支給見込額

の当期負担分を計上し

ている。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、主として

当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計

期間末において発生し

ていると認められる額

を計上している。

なお、会計基準変更

時差異については、12

年による按分額を費用

処理し営業外費用に計

上している。

また、数理計算上の

差異は定率法(10年)に

より、過去勤務債務は

定額法(12年)により発

生連結会計年度より費

用処理している。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

主として連結会計年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づいて計上し

ている。

なお、会計基準変更

時差異については、12

年による按分額を費用

処理し営業外費用に計

上している。

また、数理計算上の

差異は定率法(10年)に

より、過去勤務債務は

定額法(12年)により発

生連結会計年度より費

用処理している。

────────── ④返品調整引当金

製品の返品による損失

に備えるため、過去の返

品実績率に基づく返品損

失見込額を計上してい

る。

──────────

────────── ⑤製品保証引当金

製品の保証期間内に係

るアフターサービスに要

する費用の支出に備える

ため、過去の支出実績に

基づくアフターサービス

費用の今後の支出見込額

を計上している。 

──────────

   ────────── (4)   中間連結財務諸表の

作成の基礎となった連

結会社の中間財務諸表

の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

  ──────────



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理してい

る。 なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の

部における為替換算調

整勘定に含めている。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ている。

(5) 重要なリース取引の処

理方法
（当社及び国内連結子会
  社) 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ている。
 (在外子会社)
主として通常の売買処

理に準じた会計処理を

行っている。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ている。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ

処理によっている。

なお、振当処理の要件

を満たしている為替予

約及び通貨オプション

については振当処理に

よっている。

また、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップについては、特

例処理によっている。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ

処理によっている。

なお、振当処理の要件

を満たしている為替予

約及び通貨オプション

については振当処理に

よっている。

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

為替予約取引及び通貨

オプション取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

為替予約取引及び通貨

オプション取引 

 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

為替予約取引及び通貨

オプション取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

借入金の利息 



前へ   次へ 

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

    
③ヘッジ方針

為替リスクをヘッジす

るため、その実需の範

囲内において為替予約

取引及び通貨オプショ

ン取引を利用してい

る。

また、借入金の金利変

動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っている。
   

③ヘッジ方針

為替リスクをヘッジす

るため、その実需の範

囲内において為替予約

取引及び通貨オプショ

ン取引を利用してい

る。

  
   

③ヘッジ方針

為替リスクをヘッジす

るため、その実需の範

囲内において為替予約

取引及び通貨オプショ

ン取引を利用してい

る。

また、借入金の金利変

動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っている。

  
   

    ④ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ対象の時価変動

額とヘッジ手段の時価

変動額との比率により

ヘッジ有効性の評価を

行っている。
    

④ヘッジ有効性評価の方

法
   同左

④ヘッジ有効性評価の方

法
   同左 

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理の

方法

税抜方式

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっている。

②連結納税制度の適用

当中間連結会計期間

から連結納税制度を適

用している。

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理の

方法

税抜方式

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易

に換金可能であり、か

つ価値の変動について

僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月

以内に期限の到来する

短期投資からなってい

る。

    同左     同左



会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日 
   至 平成17年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成17年3月31日)

      ────────── (固定資産の減損に係る会計基準)     ──────────

当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年8月9日)及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日)を適用している。こ

れによる当中間連結会計期間の損益

に与える影響はない。       

      ──────────  (返品調整引当金)     ──────────

従来、当社は、返品に伴う損失は

返品を受けた期間にて計上していた

が、前連結会計年度に実施した財務

リストラを契機として計上方法を全

般的に見直した結果、より適正な期

間損益計算を図るとともに、財務内

容のより一層の健全化を図るため、

当中間連結会計期間より、過去の返

品実績率に基づく返品損失見込額を

返品調整引当金として計上する方法

に変更している。この変更により、

当期首にて変更後の方法を適用した

場合に計上されるべき 275百万円を

特別損失に計上している。この結

果、従来の方法によった場合と比

べ、売上総利益、営業利益及び経常

利益がそれぞれ60百万円増加し、税

金等調整中間純損失が214百万円増

加している。なお、セグメント情報

に与える影響については(セグメン

ト情報)に記載している。

      ──────────  (たな卸資産の評価基準及び評価方
 法)   

    ──────────

従来、当社は、たな卸資産の評価

基準及び評価方法は移動平均法によ

る原価法であったが、上記の計上方

法の全般的な見直しに伴い、当中間

連結会計期間より移動平均法による

低価法に変更している。 この変更

による当中間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微である。



前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日 
   至 平成17年9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成17年3月31日)

      ──────────  (製品保証引当金)     ──────────

従来、当社は、製品保証費用は支

出時の費用として計上していたが、

上記の計上方法の全般的な見直しに

伴い、当中間連結会計期間より過去

の支出実績率を基に計算したアフタ

ーサービス費用の今後の支出見込額

を製品保証引当金として計上する方

法に変更している。 この変更によ

り、当期首にて変更後の方法を適用

した場合に計上されるべき 119百万

円を特別損失に計上している。 

この結果、従来の方法によった場合

と比べ、営業利益及び経常利益がそ

れぞれ17百万円増加し、税金等調整

前中間純損失が101百万円増加して

いる。 なお、セグメント情報に与

える影響については(セグメント情

報)に記載している。

      ──────────  (売上計上基準変更)     ──────────

従来、米国連結子会社は、出荷基

準 による売上計上を行っていた

が、前下期に実施した財務リストラ

を契機に当社グループの会計方針を

見直した結果、米国の取引実態に合

わせるべく、着荷をもって売上を計

上すべき取引について、売上計上基

準を出荷基準から着荷基準に変更し

た。この結果、従来の方法によった

場合と比較して、当中間連結会計期

間の売上高が226百万円減少し、売

上総利益・営業利益及び経常利益が

それぞれ78百万円減少し、税金等調

整前中間純損失が147百万円増加し

ている。なお、セグメント情報に与

える影響については(セグメント情

報)に記載している。



前へ   次へ 

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成16年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年4月1日 
   至 平成17年9月30日)

               ──────────   前中間連結会計期間まで営業外費用に計上していた

「退職給付債務変更時差異償却費」は科目を明瞭に表

示するため、当中間連結会計期間から「退職給付会計

基準変更時差異償却額」に表示を変更した。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      16,648百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        13,262百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        13,220百万円

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額 
(百万円)

有形 
固定 
資産

工場 
財団

建物 381

構築物 8

土地 437

計 826

その他

建物 1,453

構築物 1

土地 1,026

計 2,481

その他
現金及び預金 40

投資有価証券 79

合計 3,426

短期借入金 11,820

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額
(百万円)

有形 
固定 
資産

工場 
財団

建物 351

構築物 7

土地 437

計 796

その他

建物 362

構築物 2

土地 859

計 1,224

その他

現金及び預金 322

売掛金 682

たな卸資産 56

投資有価証券 106

合計 3,189

短期借入金 7,409

長期借入金 4,950

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額 
(百万円)

有形
固定
資産

工場
財団

建物 364

構築物 7

土地 437

計 809

その他

建物 374

構築物 2

土地 859

計 1,236

その他
現金及び預金 308

投資有価証券 85

合計 2,439

短期借入金 11,620

 ３ 受取手形割引高

2,680百万円

 ３ 受取手形割引高

167百万円

 ３ 受取手形割引高

182百万円



前へ   次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

       4,083百万円 

荷造運搬費 

       1,193百万円 

賞与引当金繰入額 

        578百万円 

退職給付引当金繰入額 

        479百万円 

貸倒引当金繰入額 

        11百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

       3,224百万円 

荷造運搬費 

       1,060百万円 

賞与引当金繰入額 

        387百万円 

退職給付引当金繰入額 

        199百万円 

貸倒引当金繰入額 

        ―百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

       7,980百万円 

荷造運搬費 

       2,390百万円 

賞与引当金繰入額 

        767百万円 

退職給付引当金繰入額 

        927百万円 

貸倒引当金繰入額 

        320百万円

※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び 
運搬具

12百万円

工具器具及び 
備品

0百万円

12百万円

※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 ―百万円

機械装置及び
運搬具

4百万円

工具器具及び
備品

2百万円

7百万円
 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び 
運搬具

185百万円

工具器具及び 
備品

13百万円

土地 9百万円

208百万円

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び 
運搬具

63百万円

工具器具及び 
備品

2百万円

67百万円

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 ―百万円

機械装置及び
運搬具

4百万円

工具器具及び
備品

1百万円

6百万円

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び 
運搬具

155百万円

工具器具及び 
備品

233百万円

393百万円

※４ 法人税等の表示方法

当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法

により計算しているため、法

人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表

示している。

※４ 法人税等の表示方法

同左

―――――



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成16年９月30日現在)

現金及び預金勘定 8,902百万円
預入期間が３カ月を 
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 8,902百万円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 9,477百万円
預入期間が３カ月を
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 9,477百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 15,075百万円
預入期間が３カ月を 
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 15,075百万円



  

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品 745 429 315

機械装置 
及び 
運搬具

794 329 465

その他 426 235 190

合計 1,966 995 971

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品 605 384 220

機械装置 
及び 
運搬具

485 302 182

その他 224 147 77

合計 1,314 834 480

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品 1,259 750 508

機械装置
及び 
運搬具

551 222 329

その他 200 114 85

合計 2,011 1,087 924

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 390百万円

１年超 711百万円

合計 1,102百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 255百万円

１年超 382百万円

合計 637百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 392百万円

１年超 588百万円

合計 980百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 256百万円

減価償却費相当額 223百万円

支払利息相当額 14百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 173百万円

減価償却費相当額 139百万円

支払利息相当額 7百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 530百万円

減価償却費相当額 389百万円

支払利息相当額 29百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によってい

る。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成16年９月30日) 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 62 125 63

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

合計 62 125 63

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 228

非上場債券 200

合計 428

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 277 321 43

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

合計 277 321 43



前へ   次へ 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 87

非上場債券 200 

合計 287

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 287 311 23

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 287 311 23

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 79

非上場債券 200

合計 279



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日)  

  

 
(注) １ 時価の算定方法…取引先金融機関から提示された価格等によっている。 

２ 契約額等の( )金額は、通貨オプション取引のオプション料である。 

３ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日)  

  
     該当事項なし 

 
  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

      

     該当事項なし 

   

 
  

  

  

  

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨 オプション取引

売建

コール

米ドル 888 

(17) 11 5

ユーロ 3,837

(71) 85 △14

買建

プット

ユーロ 1,918

(71) 26 △44

合計
6,644
(159) 124 △53



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品名称 

当社の事業区分は、コンピュータの周辺機器を製造販売する周辺機器製品と音響・環境機器製品を製造販

売するコンシューマ機器製品、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器製品及びその他に区分してい

る。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間1,037百万円

であり、その主なものは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

３ 上記金額は消費税等抜きとなっている。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

周辺機器 
製品 
(百万円)

コンシュー
マ機器製品
(百万円)

情報機器
製品 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

     売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

35,788 14,171 2,994 302 53,256 ― 53,256

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 35,788 14,171 2,994 302 53,256 ― 53,256

営業費用 36,836 13,741 2,985 269 53,833 1,037 54,870

営業利益又は 
営業損失(△)

△ 1,048 429 8 33 △ 576 (1,037) △ 1,613

区分 主要製品

周辺機器製品
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器製品
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器製品 計測機器、通話用録音装置、業務用映像機器、医用画像記録装置

その他 ソフトウエア開発事業、他



(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品名称 

当社の事業区分は、コンピュータの周辺機器を製造販売する周辺機器事業と音響・環境機器製品を製造販

売するコンシューマ機器事業、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器事業及びその他に区分してい

る。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は周辺機器事業において

51百万円増加、コンシューマ機器事業において6百万円減少、情報機器事業において15百万円増加してい

る。 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は周辺機器事業において

10百万円、コンシューマ機器事業において12百万円、情報機器事業において3百万円それぞれ増加してい

る。       

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は当中間連結会計期間より着荷をもって売上を計上す

べき取引について、売上計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法に

よった場合と比較して、当中間連結会計期間の売上高は226百万円、営業利益は78百万円、コンシューマ機

器事業においてそれぞれ減少している。 

５ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間 983百万円で

あり、その主なものは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

周辺機器 
事業 
(百万円)

コンシュー
マ機器事業
(百万円)

情報機器
事業 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

24,216 12,102 2,510 349 39,179 ― 39,179

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 24,216 12,102 2,510 349 39,179 ― 39,179

営業費用 23,455 11,772 2,267 322 37,819 983 38,803

営業利益 760 329 242 26 1,359 (983) 375

区分 主要製品

周辺機器事業
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器事業
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器事業 計測機器、通話用録音装置、業務用映像機器、医用画像記録装置

その他 ソフトウエア開発事業、他



(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品名称 

当社の事業区分は、コンピュータの周辺機器を製造販売する周辺機器事業と音響・環境機器製品を製造販

売するコンシューマ機器事業、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器事業及びその他に区分してい

る。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、2,268百万円である。その主なも

のは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

３ 上記金額は消費税等抜きとなっている。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

周辺機器 
事業 
(百万円)

コンシュー
マ機器事業
(百万円)

情報機器
事業 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

   売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

68,106 28,435 6,139 709 103,390 ― 103,390

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 68,106 28,435 6,139 709 103,390 ― 103,390

営業費用 70,431 27,033 6,083 617 104,166 2,268 106,434

営業利益又は 
営業損失(△)

△2,325 1,401 55 92 △776 (  2,268 ) △3,044

区分 主要製品

周辺機器事業
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器事業
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器事業 計測機器、通話用録音装置、業務用映像機器、医用画像記録装置

その他 ソフトウェア開発事業、他



【所在地別セグメント情報】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,037百万円であり、その主なも

のは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

４ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

５ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

25,126 11,723 7,690 8,716 53,256 ─ 53,256

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

21,550 67 717 30,037 52,372 (52,372) ─

計 46,676 11,790 8,408 38,753 105,629 (52,372) 53,256

営業費用 47,300 12,039 8,973 38,786 107,099 (52,229) 54,870

営業損失(△) △623 △249 △564 △32 △1,470 (142) △1,613



(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は日本において60百万円

増加している。       

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は日本において25百万円

増加している。       

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当中間連結会計期間の売上高は226百万円、営業利益は78百万円、米大陸においてそれぞれ減少している。

６ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は983百万円であり、その主なもの

は、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

７ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

18,681 9,316 4,909 6,272 39,179 ― 39,179

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

16,107 49 114 24,126 40,397 (40,397) ―

計 34,788 9,365 5,024 30,398 79,576 (40,397) 39,179

営業費用 32,960 9,337 5,035 30,431 77,764 (38,961) 38,803

営業利益又は 
営業損失(△)

1,828 28 △11 △33 1,812 (1,436) 375



(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,268 百万円であり、その主なも

のは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

４ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

５ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

48,019 21,497 16,416 17,456 103,390 ― 103,390

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

40,336 121 2,061 50,694 93,213 (93,213 ) ―

計 88,355 21,619 18,477 68,151 196,604 (93,213 ) 103,390

営業費用 89,305 21,919 19,316 68,430 198,971 (92,536 ) 106,434

営業損失(△) △949 △299 △838 △279 △2,367 (677) △3,044



【海外売上高】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スペインおよびロシア他欧州

諸国 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、インドネシア、タイおよびその他のアジア諸国

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランドおよびその他の地域 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

４ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スペインおよびロシア他欧州

諸国 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、インドネシア、タイおよびその他のアジア諸国

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランドおよびその他の地域 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当中間連結会計期間の売上高は米大陸において226百万円減少している。 

  

  

米大陸 欧州 アジア その他 計

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,595 9,475 14,176 4,700 40,949

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 53,256

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

23.7 17.8 26.6 8.8 76.9

米大陸 欧州 アジア その他 計

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,269 6,797 9,813 2,840 29,721

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 39,179

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

26.2 17.3 25.1 7.3 75.9



 

(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スペインおよびロシア他欧州

諸国 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、インドネシア、タイおよびその他のアジア諸国

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランドおよびその他の地域 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

４ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

米大陸 欧州 アジア その他 計

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 23,034 19,909 27,668 7,919 78,531

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 103,390

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

22.3 19.3 26.8 7.7 76.0



(１株当たり情報) 

  

 

(注) １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額

86.98円

１株当たり純資産額

△7.28円

１株当たり純資産額

△3.47円

１株当たり中間純損失

134.89円

１株当たり中間純損失

7.34円

１株当たり当期純損失

306.57円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式が存在し
ないため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、1株当たり中間純損
失であるため記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益については、1株当たり当期純損
失であるため記載していない。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純損失(百万円) 9,586 1,349 21,979

普通株式に係る中間(当期)
純損失(百万円)

9,586 1,401 21,979

普通株式に帰属しない金額
の主要な内訳(百万円）A種
優先株主に対する配当金   

― 52 ―

普通株式に帰属しない金額
(百万円) 

― 52 ―

普通株式の期中平均株式数
(千株)

71,069 190,939 71,695



(重要な後発事象) 

  

 
  

Ⅰ 前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）

当社は、平成16年11月19日開催の取締役会において、平成17年３月に90％の無償減資及び50億円から80億円

の第三者割当増資を実施することを決議した。 

減資のための臨時株主総会を平成17年２月に開催する予定である。

Ⅱ 当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

該当事項なし。

Ⅲ 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）

該当事項なし。



(2) 【その他】 

重要な訴訟事件等 

当社及び当社の米子会社は、第三者より仕入れ販売している商品に付いて、米企業より特許を侵害

したとして、中国・香港・台湾・シンガポールの企業とともに米国際貿易委員会(ITC)の調査が行わ

れ、平成17年9月28日に侵害を認める判断が下されたが、現在、両当事者がこの判断に不服を申し立

て、上告手続き中であり、最終確定には至っていない。 平成17年12月初旬に、米国税関当局は両当

事者の意見書を受け、特許回避品の税関における取扱いについて審議を開始している。 侵害が確定

した場合は、当社の経営成績および財政状態に影響を与える可能性がある。   

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 3,954 5,619 10,419

 ２ 受取手形 134 223 292

 ３ 売掛金 12,286 8,953 8,381

 ４ 有価証券 200 200 200

 ５ たな卸資産 11,507 4,775 5,179

 ６ 未収金 572 3,621 615

 ７ 短期貸付金 ─ 467 ─

 ８ その他 1,741 188 248

   貸倒引当金 △181 △93 △141

  流動資産合計 30,214 64.1 23,955 59.3 25,196 56.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物 960 885 919

  (2) 工具器具及び備品 392 214 246

  (3) 土地 1,301 1,301 1,301

  (4) その他 55 38 40

      計 2,709 2,439 2,507

 ２ 無形固定資産 280 139 192

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 354 408 390

  (2) 関係会社株式 13,302 12,718 14,785

  (3) 長期貸付金 ─ 599 1,032

  (4) 破産更生債権等 ─ 3,857 3,666

  (5) その他 310 165 271

    貸倒引当金 △11 △3,858 △3,677

      計 13,955 13,892 16,468

  固定資産合計 16,945 35.9 16,471 40.7 19,169 43.2

  資産合計 47,160 100.0 40,427 100.0 44,365 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 6,131 2,735 4,078 

 ２ 買掛金 4,749 4,480 3,752

 ３ 短期借入金 ※２ 17,020 10,985 18,064

 ４ 一年内に返済 
   予定の長期借入金

─ 1,083 1,533

 ５ 未払金 ─ 905 1,664

 ６ 未払法人税等 25 40 81

 ７ 未払費用 ─ 598 1,108

 ８ 預り金 ─ 49 65

 ９ 賞与引当金 481 318 351

 １０ 製品保証引当金 ─ 101 ─

 １１ 返品調整引当金 ─ 214 ─

 １３ その他 2,330 ─ ─

  流動負債合計 30,739 65.2 21,513 53.2 30,701 69.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 500 500 500

 ２ 長期借入金 ※２ 1,450 5,316 683

 ３ 繰延税金負債 25 17 9

 ４ 退職給付引当金 6,636 7,035 6,977

 ５ その他 5 8 100

  固定負債合計 8,618 18.3 12,878 31.9 8,271 18.6

  負債合計 39,357 83.5 34,392 85.1 38,973 87.8



  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,730 16.4 5,773 14.3 5,773 13.0

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,932 ─ 6,932

 ２ その他資本剰余金 9,398 ─ 15,004

    (1)資本金及び資本準  
       備金減少差益 

─ ─ 15,004

  資本剰余金合計 11,331 24.0 ─ ─ 21,937 49.4

Ⅲ 利益剰余金

 1 中間未処分利益  
又は中間(当期)  
未処理損失(△)

△11,257 299 △22,276

  利益剰余金合計 △11,257 △23.9 299 0.7 △22,276 △50.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

37 0.1 22
0.1

14 0.0

Ⅴ 自己株式 △39 △0.1 △61 △0.2 △56 △0.1

  資本合計 7,802 16.5 6,034 14.9 5,392 12.2

  負債資本合計 47,160 100.0 40,427 100.0 44,365 100.0



次へ 

② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 42,586 100.0 31,541 100.0 79,267 100.0

Ⅱ 売上原価 37,979 89.2 25,609 81.2 70,275 88.7

Ⅲ 返品調整引当金繰入額 ─ ─ 214 0.7 ─ ─

   売上総利益 4,607 10.8 5,717 18.1 8,991 11.3

Ⅳ 販売費及び一般管理費 6,360 14.8 4,894 15.5 12,621 15.8

   営業利益又は   
   営業損失(△)

△1,753 △4.1 822 2.6 △3,630 △4.6

Ⅴ 営業外収益 ※１ 256 0.6 223 0.7 258 0.3

Ⅵ 営業外費用 ※２ 2,420 5.7 681 2.1 3,491 4.4

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△3,917 △9.2 365 1.2 △6,862 8.7

Ⅶ 特別利益 ※３ 6 0.0 3,231 10.2 ─ ─

Ⅷ 特別損失
※４
※７

326 0.8 2,964 9.4 9,737 12.3

   税引前中間純利益 
   又は税引前中間 
   (当期)純損失(△)

△4,237 △9.9 633 2.0 △16,600 △20.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

※６ 5,669 13.3 △5 △0.0 ─ ─

   法人税等調整額 ─ ─ ─ ─ 5,676 7.1

   中間純利益又は中間 
   (当期)純損失(△) 

△9,906 △23.3 638 2.0 △22,276 △28.1

   前期繰越損失 1,351 338 1,351

   減資による繰越損失 

   填補額 
─ ─ 1,351

   中間未処分利益 
   又は中間(当期) 
   未処理損失(△)

△11,257 299 △22,276



継続企業に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

────────── 当社は、前事業年度において

22,276百万円の大幅な当期純損失を

計上している。当中間会計期間にお

いては、638百万円の中間純利益を

計上したものの、前事業年度におい

て策定した「中期事業計画」の遂行

途上にあります。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在している。

 当社は、当事業年度において

22,276百万円の大幅な当期純損失を

計上し、継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況が

存在している。 

  当社におきましては、当該状況 を

解消すべく、外部環境に左右されな

い事業構成を確立し安定的な収益構

造に転換すること、および財務体

当社においては、当該状況を解消

すべく希望退職等のリストラを実施

し,平成17年1月31日に発表した「中

期事業計画」を着実に実行し、収益

構造の改善・PC-ODD事業の収益改

善・在庫管理の徹底・欧州地域の事

業改善および組織執行体制の改善を

図ると共に、取引銀行との継続取引

を始め、平成17年3月30日付けでフ

ェニックス・キャピタル株式会社が

運営するフェニックス・キャピタ

ル・パートナーズ・ワン投資事業組

合を引き受け先とする第三者割り当

て増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図りまし

た。 これにより、中期事業計画達

成に向けての主要事前施策は本年3

月をもって完了することができまし

た。

質を強化することが喫緊の課題と認

識し、早急な業績の建て直しを図る

べく、平成18年3月期を初年度とする

2ヵ年の「中期事業計画」を策定し、

平成17年1月31日に発表いたしまし

た。フェニックス・キャピタル株式

会社の企業活性化ノウハウを活用

し、「中期事業計画」を着実に遂行

していくことで、早期業績回復に努

め、お客様に対してはより満足度の

高い製品の提供を、株主の皆様に対

しては配当の復活に向けて努力して

まいる所存です。

当中間会計期間においては、「会

社の対処すべき課題」に記載のとお

り、クロスファンクショナルチーム

（CFT)が発足され、中期事業計画達

成の実行段階にあります。 

  中間財務諸表は継続企業を前提 

として作成しており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表に反

映していません。 

中期事業計画の概要 

必達目標：平成19年3月期末までに下

記経営指標を必達する。 

■ 売上高営業利益率（連結） 3.5%

以上 

■ 在庫日数（連結DSI） 69日以下 

■ PC-ODD事業の売上構成比 30％以

下 

* PC-ODD事業 PC組込専用のOEM向け

光ディスクドライブ事業 

* DSI Days Sales in Inventory(在

庫日数)の略。 

 期末在庫÷1日あたり平均売上原価



 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

主要施策 

(1) 収益構造の改善 

以下の施策を遂行することでPC-ODD

偏重の事業構造から脱却し、バラン

スの良い事業構成を目指します。

① 事業構成の改善 

 Non-PC用途向けのデバイス事業や

ドライブメーカー、民生機器メーカ

ーへのソリューション事業を強化す

ることで光ディスクドライブ関連事

業の収益安定化を図り、あわせて、

音 楽 制 作 用 オ ー デ ィ オ 機 器

「TASCAM」や 超 高 級 オ ー デ ィ オ

「ESOTERIC」ブランドの積極展開に

よるコンシューマ機器事業の収益力

増強、および計測機器・業務用シス

テム事業の拡大による情報機器事業

の強化により、事業構成の改善を図

る。

② PC-ODD事業の収益改善 

 PC-ODD事業において、徹底したコ

スト構造の改善、市況変化への対応

力の強化、および新製品・新モデル

の絞込みにより、収益力の改善を図

る。

③ 在庫管理の徹底 

 管理会計制度および在庫日数レポ

ーティングシステムの改善等社内体

制を整備し、各ビジネスユニット

（BU）および拠点ごとの目標管理を

徹底することで、在庫の低減を図

る。

④ 欧州地域の事業改善 

 事業管理体制の改善、事業拠点・

運営体制の集約、現地法人の販売管

理費用の削減、および財務体質の改

善等により、欧州地域の事業改善を

図る。

⑤ 固定費の削減 

 希望退職の実施、海外子会社・国

内事業所の整理と再配置、退職金制

度の変更、および役員報酬の削減等

により、固定費の削減を図る（目標

値：総額約27億円）。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 



次へ 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

(自 平成17年４月１日
  至 平成17年９月30日)

(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

(2) 組織・執行体制の改善 

  事業分野ごとの損益管理がより  

明確になる社内体制を整備すると 

ともに、グループ全体のリソース・

情報の共有化・有効活用によりシナ

ジー効果を追求する。

① 事業分野ごとにBUをまとめた3カ

ンパニー（エンタテイメント・カン

パニー、ビジネスソリューション

ズ・カンパニー、メディアデバイ

ス・カンパニー）を設置する。

② 長期的・全社的視点からの戦略

検討・実行を担う部門を設置する。

③ 目標必達のための社内体制を強

化する。

等の改善を図るとともに、希望退職

等のリストラを実施し、取引銀行と

の継続取引を始め、平成17年3月30

日付でフェニックス・キャピタル株

式会社が運営するフェニックス・キ

ャピタル・パートナーズ・ワン投資

事業組合を引受先とする第三者割当

増資により100億円の資金調達を行

い、財務体質の改善を図った。これ

により、中期事業計画達成に向けて

の主要事前施策は、本年3月をもっ

て完了することができた。 

  以上により、財務諸表は継続企業

を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映していない。



中間財務諸表の基本となる重要な事項 

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっている。

その他有価証券

時価のあるものは中間決算

日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)により、時価のないも

のは移動平均法による原価

法によっている。

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

同左

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部資本算入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定)

②時価のないもの

移動平均法による原価法

によっている。

 (2) デリバティブ

時価法によっている。

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

移動平均法による原価法によ

っている。

 (3) たな卸資産

移動平均法による低価法によ

っている。

 (3) たな卸資産

移動平均法による原価法によ

っている。

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法によっている。 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ている。 

２ 固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産

定率法を採用している。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法によっている。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 

建物及び構築物
     ３～50年

機械装置及び運搬具
     ４～11年

工具器具及び備品
     ２～10年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、耐用年数については、
法人税法に規定する方法と同
一の基準によっている。ま
た、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内利用に
おける利用可能期間(５年)に
基づく定額法によっている。

 (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、ソフトウェア(自社利
用分)については、社内利用
における利用可能期間(５年)
に基づく定額法によってい
る。

 (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、耐用年数については、
法人税法に規定する方法と同
一の基準によっている。ま
た、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内利用に
おける利用可能期間(５年)に
基づく定額法によっている。

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ている。

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当中間会計期間負

担分を計上している。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、支給見

込額に基づき計上している。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上してい

る。 

なお、会計基準変更時差異に

ついては、12年による按分額

を費用処理し営業外費用に計

上している。 

また、数理計算上の差異は定

率法(10年)により、過去勤務

債務は定額法(12年)により発

生会計年度より費用処理して

いる。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上してい

る。 

なお、会計基準変更時差異に

ついては、12年による按分額

を費用処理し営業外費用に計

上している。 

また、数理計算上の差異は定

率法(10年)により、過去勤務

債務は定額法(12年)により発

生会計年度より費用処理して

いる。

       ──────────  (4) 返品調整引当金

製品の返品による損失に備え

るため、過去の返品実績率に

基づく返品損失見込額を計上

している。

      ──────────

       ──────────  (5) 製品保証引当金

製品の保証期間内に係るアフ

ターサービスに要する費用の

支出に備えるため、過去の支

出実績に基づくアフターサー

ビス費用の今後の支出見込額

を計上している。

      ──────────

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円価

に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

同左

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円価に換

算し、換算差額は損益として処

理している。



 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

５ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ている。

５ リース取引の処理方法

  同左

５ リース取引の処理方法

  同左

６ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約及び通貨オ

プションについては、振当処

理によっている。 

また、特例処理の要件を満た

している金利スワップについ

ては、特例処理によってい

る。

６ ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約及び通貨オ

プションについては、振当処

理によっている。

６ ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約及び通貨オ

プションについては、振当処

理によっている。 

また、特例処理の要件を満た

している金利スワップについ

ては、特例処理によってい

る。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段 為替取引及び     ヘッジ手段 為替取引及び   ヘッジ手段 為替取引及び

          通貨オプション          通貨オプション         通貨オプション

          取引          取引         取引

          金利スワップ取引         金利スワップ取引

   ヘッジ対象 外貨建金銭債権    ヘッジ対象 外貨建金銭債権   ヘッジ対象 外貨建金銭債権

         債務          債務         債務

         借入金の金利         借入金の金利

 ③ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の為替リ

スクをヘッジするため、その

実需の範囲内において為替予

約取引及び通貨オプション取

引を利用している。

また、借入金の金利変動リス

クを回避するため、金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごと

に行っている。

 ③ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の為替リ

スクをヘッジするため、その

実需の範囲内において為替予

約取引及び通貨オプション取

引を利用している。

 ③ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の為替リ

スクをヘッジするため、その

実需の範囲内において為替予

約取引及び通貨オプション取

引を利用している。

また、借入金の金利変動リス

クを回避するため、金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごと

に行っている。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価変動額とヘ

ッジ手段の時価変動額との比

率によりヘッジ有効性の評価

を行っている。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用している。

７ その他中間財務諸表作成のた  

めの重要な事項

 ①消費税等の会計処理の方法

同左

 ②連結納税制度の適用

  当中間会計期間から連結納税制 

  度を適用している。 

７ 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用している。 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成16年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年4月1日 
   至 平成17年9月30日)

前事業年度 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成17年3月31日)

      ────────── (固定資産の減損に係る会計基準)     ──────────

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日)及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用している。これによ

り税引前中間純利益が81百万円減少

している。なお、減損損失累計額に

ついては改正後の中間財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控

除している。

      ──────────  (返品調整引当金)     ──────────

従来、返品に伴う損失は、返品を

受けた期間にて計上していたが、前

下期に実施した財務リストラを契機

として計上方法を全般的に見直した

結果、より適正な期間損益計算を図

るとともに、財務内容のより一層の

健全化を図るため、当中間会計期間

より、過去の返品実績率に基づく返

品損失見込額を返品調整引当金とし

て計上する方法に変更している。 

  この変更により、当期首にて変更

後の方法を適用した場合に計上され

るべき275百万円を特別損失に計上

している。この結果、従来の方法に

よった場合と比べ、差引売上総利

益、営業利益及び経常利益がそれぞ

れ60百万円増加し、税引前中間純利

益が214百万円減少している。

      ──────────  (たな卸資産の評価基準及び評価方
法)

    ──────────

従来、たな卸資産の評価基準及び

評価方法は移動平均法による原価法

あったが、上記の計上方法の全般的

な見直しに伴い、当中間会計期間よ

り移動平均法による低価法に変更し

ている。この変更による当中間会計

期間の損益に与える影響は軽微であ

る。



前へ   次へ 

 
  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成16年9月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年4月1日 
   至 平成17年9月30日)

前事業年度 
(自 平成16年4月1日 
   至 平成17年3月31日)

       ──────────  (製品保証引当金)       ──────────

従来、製品保証費用は支出時の費

用として計上していたが、上記の計

上方法の全般的な見直しに伴い、当

中間会計年度より過去の支出実績率

を基に計算したアフターサービス費

用の今後の支出見込額を製品保証引

当金として計上する方法に変更して

いる。この変更により、当期首にて

変更後の方法を適用した場合に計上

されるべき 119百万円を特別損失に

計上している。この結果、従来の方

法によった場合と比べ、営業利益及

び経常利益がそれぞれ17百万円増加

し、税引前中間純利益が101百万円

減少している。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 8,148百万円 5,669百万円 5,622百万円

※２ 担保資産

① 現金及び 
  預金

② 有形固定 
  資産(財団 
  抵当含む)

 
40百万円

 
40百万円

 
40百万円

有形固定資産

建物

構築物

土地

合計

769百万円

10百万円

1,297百万円

2,077百万円

714百万円

9百万円

1,297百万円

2,021百万円

738百万円

9百万円

1,297百万円

2,046百万円

上記有形固定資

産のうち、工場

財団抵当に供し

ている資産

  建物

  構築物

  土地

  合計

381百万円

8百万円

437百万円

826百万円

351百万円

7百万円

437百万円

796百万円

364百万円

7百万円

437百万円

809百万円

③ 投資有価証券

対応する債務

短期借入金

長期借入金

合計

79百万円

11,820百万円

―

11,820百万円

106百万円

6,670百万円

4,950百万円

11,620百万円

85百万円

11,620百万円

―

11,620百万円

保証債務

上記のうち工場

財団抵当に対応

する債務

短期借入金

長期借入金

合計

―――――

11,820百万円

―

11,820百万円

        4百万円

6,670百万円

4,950百万円

11,620百万円

 
4百万円

11,620百万円

―

11,620百万円



前へ   次へ 

 
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※３ 偶発債務

債務保証額

ティアック  
アメリカINC.

(信用状開設 
及び借入金)

ティアック 
電子計測㈱

(割引手形 
及び借入金)  

619 百万円

(5,576 千米ドル)

212 百万円

 

4 百万円

( 38 千米ドル)

167 百万円

541 百万円

  (5,038 千米ドル)

182 百万円

※４ 受取手形割引高 193百万円 －百万円 －百万円

   輸出手形割引高 8,541百万円 3,125百万円 4,664百万円

 ※５ 消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費
税等は相殺の上、未収金に
含めて表示している。



(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

※１ 営業外収益の主

要項目

受取利息

受取配当金

為替差益

        29百万円 

        18百万円 

        106百万円

        17百万円 

        27百万円 

         92百万円

        39百万円 

        26百万円 

          7百万円

※２ 営業外費用の主

要項目

支払利息

手形売却損

たな卸資産 

廃棄損等

退職給付債 

務変更時差 

異償却費

              217百万円

              243百万円

            1,731百万円
              

              227百万円

              304百万円

              111百万円

              37百万円

         
             227百万円

              504百万円

              554百万円

           1,751百万円

             455百万円

※３ 特別利益の主要

項目

固定資産 
売却益

貸倒引当金
戻入益

    前期損益 
    修正益

    子会社特別 
    配当金

0百万円

6百万円

－百万円

－百万円

－百万円

54百万円

687百万円

 2,490百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

 

※４ 特別損失の主要

項目

固定資産 
除却売却損

役員退職 
慰労金

特別早期 
退職金

過年度特許権 
実施料

子会社株式 
評価損

    棚卸評価損等

    投資有価証券 
    評価損

    貸倒引当金 
    繰入額

    過年度製品 
    保証繰入額

    過年度返品 
    調整繰入額

    減損損失
 

       2百万円

93百万円

－百万円

230百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

 

－百万円

－百万円

－百万円

44百万円

2,322百万円

－百万円

－百万円

－百万円

119百万円

275百万円

81百万円

 148百万円

93百万円

799百万円

279百万円

702百万円

3,737百万円 

225百万円

3,450百万円 

－百万円

－百万円

－百万円
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前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日)

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産

無形固定資産

 

81百万円

78百万円

 

48百万円

52百万円

 

175百万円

145百万円

 ※６ 法人税等の表示 
      方法  

当中間会計期間における

税金費用については、簡便

法により計算しているた

め、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」

に含めて表示している。

同左 ──────────

 ※７ 減損損失      ────────── 当事業年度において、当

社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上し

た。     

  ──────────

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類  金額(百万円)

工具器具備品等   78 

リース資産(器具備品）3

合計          81

当社は、主に管理会計上

の事業別セグメントを基礎

として資産グルーピングを

行っており，遊休資産につ

いては、個々の資産毎に減

損の兆候を判定してい

る。 

低価格帯のオーディオ事

業については、当社単独で

の営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスであり

早期の黒字化が困難と予想

されるため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当

該減少額を特別損失に計上

した。

なお、回収可能額は合理

的見積りに基づく正味売却

価額により測定している。



(リース取引関係) 

  
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品

710 401 308

機械装置
及び 
運搬具

31 26 4

その他 224 120 103

合計 965 548 417

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品

573 373 200

機械装置
及び 
運搬具

11 2 8

その他 192 128 64

合計 776 503 273

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高

相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品

667 402 265

機械装置
及び 
運搬具

25 22 2

その他 196 112 83

合計 889 538 351

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 195百万円

１年超 232百万円

合計 427百万円

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 159百万円

１年超 109百万円

合計 269百万円

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年内 179百万円

１年超 177百万円

合計 356百万円

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 152

減価償却費相当額 128

支払利息相当額 5

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 118

減価償却費相当額 95

支払利息相当額 3

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 284

減価償却費相当額 236

支払利息相当額 10

４ 減価償却費相当額の算

定方法

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法によってい

る。

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース

物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額

とし、各期への配分方

法については、利息法

によっている。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

６ 当中間会計期間におい

て減損損失3百万円を

計上しているが、開示

対象リース資産に配分

された減損損失がない

ため、項目等の記載は

省略している。   
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末、前事業年度末の何れにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはない。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

  



(重要な後発事象) 

 
  

  

Ⅰ 前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）

当社は、平成16年11月19日開催の取締役会において、平成17年３月に90％の無償減資及び50億円から80億円

の第三者割当増資を実施することを決議した。 

減資のための臨時株主総会を平成17年２月に開催する予定である。

Ⅱ 当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

当社は、平成17年12月16日開催の取締役会において、下記のとおり当社100％子会社であるティアック電子計

測株式会社を吸収合併することを決議した。なお、ティアック電子計測株式会社との合併は「簡易合併」の手

続きにより行い、本合併に先立ち、ティアック電子計測株式会社は、債務超過を解消するため、2千万円の増資

を行う予定である。

１．合併の目的

当社のビジネスソリューションズ・カンパニーが担当するビジネスユース向け事業は、将来的に当社グルー

プの収益の柱として成長させるべき事業の一つである。関連事業を抱える子会社と当社の情報機器事業とが有

機的な統合を図り、それに伴い発生する新しい事業への積極的な投資を速やかに実現するため、平成18年4月1

日をもって、100％子会社であるティアック電子計測株式会社を吸収合併することにより、今後の事業展開をよ

り確実なものとしていく。

２．ティアック電子計測株式会社との合併の要旨

(１)合併の日程

     合併契約書承認取締役会    平成17年12月16日

    合併契約書調印        平成17年12月16日

    合併契約書承認株主総会    当社              開催しない。（注)

                   ティアック電子計測株式会社   平成18年１月５日（予定）

    合 併 期 日         平成18年４月１日（予定）

    合 併 登 記         平成18年４月３日（予定）

(注）本合併は、商法第413条ノ3の規定により、当社においては合併契約書に関する株主総会の承認を得るこ 
   となく行うものである。

(２)合併方式

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ティアック電子計測株式会社は解散する。

(３)合併比率

 当社は、ティアック電子計測株式会社の発行済株式の全部を有するので、合併に際して新株式は発行しな 

 い。

(４)合併交付金

 合併交付金の支払いはない。
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３．合併当事会社の概要

（平成17年9月30日現在）

（１）商     号
ティアック株式会社 ティアック電子計測株式会社

（合併会社） （被合併会社）

（２）事 業 内 容 電子・電気機器等の開発・製造・販売 計測機器等の製造・販売

（３）設 立 年 月 日 昭和28年8月26日 昭和60年2月8日

（４）本 店 所 在 地 東京都武蔵野市中町三丁目7番3号 神奈川県川崎市中原区今井上町83番地

（５）代   表   者 代表取締役社長 坂井 淑晃 代表取締役社長 川村 和彦

（６）資   本   金 5,773百万円   90百万円

（７）発行済株式総数
271,317,134株

1,800株
(内、優先株式80,000,000株)

（８）株 主 資 本 6,034百万円 △19百万円

（９）総  資  産 40,427百万円  903百万円

（10）決  算  期 3月31日 3月31日

（11）従 業 員 数 462名 75名

（12）主 要 取 引 先

＜販売先＞ ＜販売先＞

㈱東芝 日産自動車㈱

富士通㈱ 警察庁

㈱日立製作所

＜仕入先＞ ＜仕入先＞

千代田電子機器㈱ ㈱デジテックス研究所

三信電気㈱ ユニパルス㈱

㈱カナデン

（13）大株主及び持株比率

＜普通株式＞ ティアック㈱       100％
フェニックス・キャピタル・パートナー
ズ・ワン投資事業組      62.72%  

㈱みずほコーポレート銀行 1.79%  

㈱東京三菱銀行     1.79%

明治安田生命保険相互会社  1.23%

日本マスタートラスト信託銀行㈱

(信託口) 1.07%

＜優先株式＞
フェニックス・キャピタル・パートナー
ズ・ワン投資事業組合       100%  

（14）主要取引銀行

㈱東京三菱銀行 ㈱みずほ銀行

㈱みずほコーポレート銀行 ㈱東京三菱銀行

三菱UFJ信託銀行㈱

（15）当事会社の関係

資本関係 当社はティアック電子計測株式会社の発行済株式の100％を保有し
ている。

人的関係 ティアック電子計測株式会社の役員のうち、当社との兼務役員は1
名である。

取引関係 なし



 
  

 
  

(16)最近3期決算期間の業績

ティアック株式会社 ティアック電子計測株式会社

（合併会社） （被合併会社）

決算期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期

売上高 (百万円) 115,613 100,711 79,267 1,813 1,949 2,079

営業利益 (百万円) 215 1,478 △3,630 19 △8 21

経常利益 (百万円) △2,246 1,201 △6,862 19 △22 7

当期純利益 (百万円) △965 △774 △22,276 15 △17 △39

１株当たり当期純利益(円) △13.55 △10.90 △310.71 8,430.94 △9,734.84 △21,929.51

１株当たり配当金 (円) 0 0 0 0 0 0

１株当たり株主資本 (円) 259.09 249.27 7.29 100,595.07 90,860.23 68,930.72

４．合併後の状況

（１）商  号 ティアック株式会社

（２）事業内容 電子・電気機器等の開発・製造・販売

（３）本店所在地 東京都武蔵野市中町三丁目7番3号

（４）代 表 者 代表取締役社長 坂井淑晃

（５）資 本 金 5,773百万円（合併による資本金の増加はない。）

（６）総 資 産 合併による総資産への影響は軽微である。

（７）決 算 期 3月31日

Ⅲ 前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）

該当事項なし。
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(2) 【その他】 

   該当事項はない。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 
  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第57期)

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日

平成17年6月29日 
関東財務局長に提出。

(2) 
有価証券報告書 
訂正報告書

第56期有価証券報告書の訂正報告書
平成17年6月29日 
関東財務局長に提出。

(3) 
有価証券報告書 
訂正報告書

第55期有価証券報告書の訂正報告書
平成17年6月29日 
関東財務局長に提出。

(4) 有価証券報告書 訂正報告書 第54期有価証券報告書の訂正報告書 平成17年6月29日 
関東財務局長に提出。

(5) 有価証券報告書 訂正報告書 第53期有価証券報告書の訂正報告書 平成17年6月29日 
関東財務局長に提出。

(6) 臨時報告書の 訂正報告書

臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第2項第11号の規定に基づく当社の取引先に対する
債権の取立不能又は取立遅延のおそれ)に係る訂正報
告書

平成17年5月13日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月15日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成16年４月１日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ティアック株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成16年11月19日開催の取締役会において、平成17年３月に90％

の無償減資及び50億円から80億円の第三者割当増資を実施することを決議した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

 井上監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   萱   嶋   秀   雄   ㊞

業務執行社員 公認会計士   林        映   男   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月22日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成17年４月１日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ティアック株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

1. 継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は前連結会計年度において21,979百万円の大幅な当期純

損失を計上し、当中間連結会計期間においても引続き1,349百万円の中間純損失を計上している。また、

営業キャッシュ・フローも3,275百万円のマイナスの状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。 中間連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していな

い。



 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

  

 
  

2. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

3. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上し

た。

4. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は従来たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均

法による原価法によっていたが、当中間連結会計期間より移動平均法による低価法に変更した。

5. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上し

た。

6. 会計処理の変更に記載されているとおり、米国連結子会社は出荷基準による売上計上を行っていた

が、着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上計上基準を出荷基準から着荷基準に変更した。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月15日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成16年４月１日から平成17年3月31日までの第57期事業年度の中間会計期間

（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ティアック株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成16年11月19日開催の取締役会において、平成17年３月に90％

の無償減資及び50億円から80億円の第三者割当増資を実施することを決議した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

 井上監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   萱   嶋   秀   雄   ㊞

業務執行社員 公認会計士   林        映   男   ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月22日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成17年４月１日から平成18年3月31日までの第58期事業年度の中間会計期間

（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ティアック株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

1. 継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は前事業年度において22,276百万円の大幅な当期純損失

を計上している。当中間会計期間においては638百万円の中間純利益を計上したものの、前事業年度にお

いて策定した「中期事業計画」の遂行途上にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。 当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。



 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

2. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

3. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より返品調整引当金を計上した。

4. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は従来たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均

法による原価法によっていたが、当中間会計期間より移動平均法による低価法に変更した。

5. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より製品保証引当金を計上した。

6. 重要な後発事項に記載されているとおり、会社は平成17年12月16日日開催の取締役会において平成18

年4月1日を合併期日とする100％子会社であるティアック電子計測株式会社の吸収合併を決議した。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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